
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、どんなスタイルにも対
応できます。
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　一般社団法人日本グロウン
ダイヤモンド協会（JGDA。石田
茂之代表理事）のラボグロウン
ダイヤモンドアンバサダーに、

“美尻トレーナー”としてTVや雑
誌で話題となっている岡部友さ
んが、9月1日付で就任した。
　岡部さんは、日本女性のフィッ
トネス文化を変えていきたいと、
期間限定のダイエットを推奨する
ことなく、一生健康でいられる身
体作りを目標に、女性だからこそ
できるアドバイス、運動だけでは

ないモチベーション作り、ライフスタイル
にエネルギーがもらえるような環境の
提供などを、全力でサポートすることで、
女性からの人気を集めている注目の女

性による女性のためのトレーナー。
　また、プロアスリートに指導できるス
ポーツトレーナーが保持する資格
NSCA-CSCSを取得し、オリジナルで
開発したヒップトレーニングメソッド
「Glutes in Action」を使い、個々に

適したメニューによって、脂肪
燃焼、筋力アップなどを行って
いる。
　岡部さんは「環境に配慮され
た新しいダイヤモンドとして、女
性を輝かせることができるとい
うのは、今の時代にフィットして
いると思います。日々の生活に
おいてもケミカルフリーの食事
を求めています。質へのこだわ

りは、グロウンダイヤモンドに共感する
ところがあります。ダイヤモンドペンダン
トを着けてトレーニングをしていると、
お客様から声をかけていただく事も多
く、自分のテンションが上がることを感
じています」とコメントしている。
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岡部友さんがJGDAアンバサダーに就任

　ジュエリータウン
おかちまち有志によ
る恒例の宝飾仕入
会「第101回 JTO
フェア」が、9月4日、
秋葉原UDXビル2階
アキバ・スクエアで開
催される。時間は10
時～16時。
　JTOフェアには、
全国から小売店が
来場する。その来場
者の多くが毎回期待
しているのが“超お
買得商品”が満載の

DMを片手にやってくる「朝市」。
　「朝市」には、来場者が少しでも多く
売上を得られるよう出展各社がこの日
のために揃えた商品を並べる。数量限
定が多い“超お買得商品”ということも
あり、朝一番に並ばないと手に入らな
い商品も多いことから、10時のテープ
カット前に大勢の来場者が並んで待つ
のが恒例の風景となるとなっている。
　次に注目されるのは、日本で唯一の
宝飾の問屋街として、秋や年末商戦に
向けた売れ筋商品をはじめ、アイデア
商品、新作などを豊富に揃えていると
ころ。
　3万円の買い物ごとに1回抽選が可

　㈱オン
サイドワー
ルドが、投
球データ取得と機械学習に基づき、投
手の肘のケガ予防と投球パフォーマン
スを向上させるウェアラブルデバイス
「motus BASEBALL」を9月上旬に日
本で公式発売。8月6日より、先行予約
受付を開始した。
　全国高校野球選手権大会では、高
校球児たちが繰り広げる死闘ととも
に、毎年多くの議論を呼ぶテーマの一
つが、ピッチャーたちへの負担と将来
的な肘の故障のリスクとなっている。
　メジャーでも日本でも肘の故障を発
症した選手が、トミー・ジョン手術（側
副靱帯再建）を受けるニュースを聞い
たことがあるだろうが、これまで600件
以上のトミー・ジョン手術を行った慶
友整形外科病院（群馬県）の古島弘三
医師が、手術を受ける4割が高校生以
下であると言及。実力のある選手ほど、
勝利のためにチームが頼らざるを得な
い状況から、故障リスクが高まるという

問題を指
摘してい
る。

　有望な選手がケガで野球を諦めた
り、それが原因でベストパフォーマンス
を発揮できないことは野球会全体に
とっての大きな損失。同社は、多投によ
る肘のケガの問題を受けて、既に米国
メジャーリーグの15球団にて導入さ
れ、実績もある投球分析デバイス
「motus BASEBALL」を日本にて公
式発売する。
　motus BASEBALLは投手がセンサー
を搭載したスリーブを肘に着用し、投球
することで、投球動作の数値やトレーニ
ング量、肘のストレス値データを取得・蓄
積。これまで指導者や選手は、経験と感
覚に基づいて投球を管理する他なかっ
たフィールドに、データという客観的な判
断指標を提供。数年にわたって取得され
た膨大なデータの機械学習によって、効
率的な投球パフォーマンス改善や肘の
故障の予防など、今後のトレーニングを
一新するテクノロジーとなる。　

　今後、フランスを代表するコンテンポ
ラリージュエリーアーティストの1人に
なるとして日本ジュエリーデザイナー協
会が注目しているMarion DELARUE
（マリオン・ドラリュ）氏のセミナーを、9
月20日、東京都渋谷区にあるヒルサイ
ドバンケットで開催するにあたり、受講
者を募集している。
　マリオン氏は、パリ在住の若きジュ
エリーアーティストで、4月～9月まで
京都のヴィラ九条山に滞在し、日本

でのプロジェクトを遂行。また、中国
や韓国にも滞在し、作品を制作。アジ
アの国々でどのような刺激を受け、そ
れが作品に反映されているかは非常
に興味深く、また、今年ミュンヘンで
開催されたTalente-Award 2019
の受賞者の1人で、それらの作品も展
示される予定。
　時間は14時～16時。受講料＝一般
3000円、学生1000円、会員2500円。
問合せ・申込みはJJDA事務局まで。　

　日本真珠振興会と日本
ジュエリー協会とのコラボ
企画として、ジュエリーコー
ディネーター資格者限定
で、真珠検定JA（ジュニア
アドバイザー）検定講座の
受講料5000円が無料とな
る「無料受講キャンペーン」
が、7月1日からスタートして
いる。
　対象となるのは、eラーニ
ングによるJA検定講座の受
講および受験に限る。試験
合格後の資格登録認定料
の1000円は本人負担。資
格登録の有効期間は1年
間で、更新が必要となる。
　ジュニアアドバイザー
（JA検定）は、真珠に関わる

全ての人が必須の基礎知識研修と
なっており、真珠を正しく説明できる基
本知識が持てる。なお、WEBで受講&
受験できるため、都合の良い時間・場
所で学習が可能なのも大きなメリット
といえる。申込みは12月25日までに、日
本ジュエリー協会JC担当までメール
（jc@jja.ne.jp）で、必要事項を記載の
上申請することとなっている。
　一段階上の「シニアアドバイザー
（SA検定）」は、販売員・専門職向け
で、真珠の美しさを正しく説明できる知
識が持てる。
　さらにその上の「スペシャリスト（SP
検定）」は、販売経験3年以上かつSA
取得3年以上の販売員・専門職向け
で、真珠のスペシャリストに相応しい知
識・経験・倫理・選択眼を併せ持つこと
ができる。
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メジャー15球団が導入する野球業界注目の
ウェアラブルデバイスを日本で発売時代にフィットした輝きに共感

ジ
ュエ
リ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
限
定

「
真
珠
検
定
J
A
検
定
講
座
」の
無
料
受
講
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

JJDAが参加者募集中 9月20日、東京・渋谷
フランスの若きコンテンポラリージュエリーアーティストのセミナー

能となる「JTOフェア賞」は、その場で
現金が当たる。特賞5万円3本、1等1
万円10本、2等5千円20本、3等2千円
100本、4等1000円250本、5等500円
1000本、6等100円2000本と合計
150万円分を用意。また14時からは当
日の買い物券が当たる抽選会「Wチャ
ンス賞」が行われ、特賞は10万円1本、
1等5万円1本、2等3万円3本、3等1万
円20本、敗者復活賞5千円30本の合
計55本、総額59万円が用意されてい

るので、抽選会の14時まではじっくりと
商品を仕入れたい。朝一番からの来場
者であっても、13時までの先着600名
には「AKIBA-ICHIレストラン」で使え
る食事券が配られるので、時間の調整
も可能。さらに先着600名には飲み物
も配られるので、休憩しながら情報交
換しても良い。
▼アイボリー▼アベジュエリー▼R･P･JEWEL▼エ
クセレントジェム▼エステート▼オクノ宝石▼大ハ
タパール工業▼オーロラ▼きしの宝飾▼ギリオン
▼桑野商事ジェイワン▼GOSHO▼さくらジュエ

リーインターナショナル▼三和真珠▼SAN▼ジェ
メスト▼GTBT▼セントフローレンス▼高橋宝飾▼
タコール▼東京高橋パール▼中川装身具工業㈱

きんや▼ニッチン▼PUZZLE▼ハチジュエリー▼
日向宝飾▼FineCrew▼プラチナ宝飾▼村田宝飾
▼ユニオン真珠の30社。

としては、品揃えがどうの、話題の商品
がどうのということよりも、いささか強引
な手法を使っても顧客に売り込むしか
ないわけで、少し長い目で見れば顧客
離れに自ら手を貸していることになる。
自分で自分の信用を損なうことに結果
としてならざるを得ない。
　もちろんコアのジュエリー大好きファ
ンは常にいるけれども、その人達だけ
で経営が成り立つわけでもなく、やはり
広く一般大衆にジュエリーを購買して
もらわなければ商売は長続きしないの
である。
　老後の生活資金が２０００万円ほど
不足するといういささかショッキングな
報道が、消費者の節約志向にさらに追

撃を加えたかもしれないが、それ以上
に日本人にとってジュエリーというのは
まだまだ生活に根付いたものではなく
ブーム的な域を出ていないのであろう。
ジュエリーを換金する買取り業が盛ん
なのも、そのあたりの心理を反映してい
ると思われる。手放すことの心理的な
ハードルが低いのである。
　時計店も経営状況は似たり寄ったり
だが、こちらの方は需要自体はしっかり
していて、ただ流通チャンネルの多様
化の中で同質化競争を強いられるが
ゆえに、没個性的な商店が淘汰されつ
つあるわけだ。その点はジュエリー業
界が苦境とはいえ、質的な違いは明確
である。またセイコー、シチズンの２大
メーカーの発信力、新製品の投入が常
に市場を活性化し消費者に陰に陽に
刺激を与えていることも大きい。
　それではどうすればいいかという事
になるが、ズバリいえばどうしようもな
いのである。
　どうしようもないというのは、従来の
発想の延長線ではという意味である。
　メーカー筋なら、中国をはじめアジ

　少し目線をあげて平成時代のジュエ

リー売り上げの推移を見てみれば、ほ
ぼ一貫して右肩下がりである。どこか
で２年間でも３年間でも右肩上がりに
上向いたということはない。ここ最近も
一段と厳しい状況が訪れている。
　これは需要自体が冷え込んでいる
証左であってジュエリーショップを経
営している人たちは先行きに対して強
い不安を覚えていると思える。べつの
表現をすればこちら側、売る主体であ
る側が工夫ひとつで打開できるような
状況ではなく、また店舗間相互の競争

激化による勝
者と敗者の振
り分けというの
でもない。冷夏
に夏物衣料を
売るがごときも
ので、消費者
のジュエリー
への関心度が
どんどんと薄れ
ていっている
のである。こう
なると小売店

仮説 
ジュエリーマーケット　
底なしの深刻

小売の十字路小売の十字路 160

アに出かけて行って新しい市場を開拓
することも可能だろうが、店舗を構えて
いる小売店はただひたすら耐えるか、
見切りをつけるかになってしまう。
　もともとジュエリーというものは、身
に着けることで気持ちに張りが出てく
る、衣服との組み合わせでおしゃれの
相乗効果を増す、など女性を美しくす
るモノなのだから情報発信する強力な
主体があれば、ジュエリー需要はおの
ずから活性化するのだが、残念ながら
その主体が見当たらない。またブーム
になるような
ヒット商品も出
てこないから、
マーケットは
沈み込むばか
りである。消費
税上げの直前
になっても買
い急ぎの動き
がほとんど出
てこないこと自
体が、消費者
のジュエリー

への関心度を示している。
　売り上げの低迷していることをまず
は自店の努力不足、工夫不足と捉えて
スタッフに過剰なノルマを課したり、叱
咤激励する経営者もいるだろうが、む
しろ経営者自身がマーケットの縮小と
変質にどう対応するか、既成観念にと
らわれない「頭の体操」が先決なので
ある。　　　　　　　
　　
　　　　　　　　　　　　　   貧骨
   　    cosmoloop.22k@nifty.com

　政府の知的財産戦略本部は，２０１９
年の知的財産推進計画を決定した。
　「知的財産推進計画２０１９」では，
知財訴訟をはじめとした民事訴訟手
続きなどのＩＴ化に向け，年度内にも法
制審議会（法相の諮問機関）へ諮問す
る方針を打ち出した。
　民事訴訟手続きのＩＴ化は，裁判の
迅速化や利便性の向上が狙いで，昨

年３月の有識者会議の提言を受け，法
務省を中心に検討を進めている。具体
例として，訴訟記録の全面電子化，オ
ンラインでの書面提出やウェブ会議に
よる手続きを可能とするなどを挙げた。
２０１９年度中の法制審議会への諮
問を目指し，具体的検討を引き続き進
めるとしている。
　近年，商標出願件数の大幅な増加
で商標の審査期間が長期化している
ことを踏まえ，２０２２年度末までに一
次審査通知までの期間を６．５ヶ月と
することにより，権利化までの期間を国
際的にそん色のないスピードである
８ヶ月にできるよう，商標審査体制を
強化する方針。
　   
     （特許業務法人共生国際特許事務所所長）
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訴訟のIT化を目指す 　
商標の審査期間を短縮

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』
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